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所管課名 森林づくり推進課 整理番号 3-1

許認可等の種類

根拠法令条例
等・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠

－

未設定（事案ごとの裁量が大きいため）

－

地方自治法第250条の2適用申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

地区実施計画の策定及び変更の協議

森林病害虫等防除法第７条の１０第３項

　市町村は松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止しるため必要があると認めるとき
は、都道府県知事が定める「地区防除指針」に即して自主防除措置の実施に関する「地区
実施計画」を定め又は変更する場合は、都道府県知事に協議する。

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）
［参考］森林病害虫等防除法第７条の１０第３項
　　○地区実施計画に定める事項
　　　・計画対象森林の区域
　　　・自主防除措置の対象区域等
　　　・樹種転換の対象区域等
　　　・薬剤による防除の対象区域等

　　地区実施計画を定め又は変更する場合は県に協議しなければならない。


